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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の組織部位を治療するための減圧送達システムであって：
　　前記患者の組織部位に対する治療を実施するように構成される電気機械部品と；
　　当該電気機械部品と接続され、かつ前記組織部位に対する前記治療を実施又は変更す
るように、前記電気機械部品を動作させるべく構成される演算処理装置と；
　　前記組織部位に治療を送達するように構成される少なくとも１の導管と；
　　前記組織部位からの１以上の滲出液の特徴を感知するように構成され、かつ、感知し
た前記１以上の滲出液の特徴を示すデータを伝達するように更に構成される微小電気機械
システム（ＭＥＭＳ）デバイスと；
を具え、前記演算処理装置が、前記ＭＥＭＳデバイスから前記データを受信し、かつ前記
患者の組織部位に対する前記治療を前記少なくとも１の導管を介して前記電気機械部品で
実施するように構成されており、
　前記演算処理装置と接続される電子ディスプレイを具え、前記演算処理装置が前記電子
ディスプレイ上にグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を生成及び表示するよう
に更に構成され、前記ＧＵＩが前記組織部位からの前記滲出液の特徴的なレベルを示す表
示を含み、
　前記演算処理装置がさらに、（ｉ）前記滲出液の１以上の特徴が最小または最大の閾値
を越えた場合を検出する、または（ｉｉ）前記滲出液の１以上の特徴が最小または最大の
閾値を越えた場合を検出してアラーム信号を生成する、ように構成されており、
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　前記演算処理装置がさらに、１以上の前記最小または最大の閾値のプリセット値を保存
するよう構成され、
　前記演算処理装置がさらに、前記ＧＵＩを介した介護者からの入力に応じて、前記プリ
セット値から１以上の前記最小または最大の閾値を変更するよう構成されていることを特
徴とする減圧送達システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の減圧送達システムにおいて、前記電気機械部品が少なくとも１のバル
ブと少なくとも１のポンプとを具え、当該少なくとも１のポンプが前記組織部位に対し減
圧を印加するように構成され、前記組織部位に対する前記減圧の印加又は変更が可能及び
不可能になるように、前記少なくとも１のバルブが構成されることを特徴とする減圧送達
システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の減圧送達システムにおいて、前記少なくとも１のポンプが前記組織部
位に対し治療液の送達又は変更を行うように更に構成され、前記組織部位に対する前記治
療液の塗布又は変更が可能及び不可能になるように、前記少なくとも１のバルブが構成さ
れることを特徴とする減圧送達システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の減圧送達システムにおいて、前記ＭＥＭＳデバイスが前記演算処理装
置と無線接続されることを特徴とする減圧送達システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の減圧送達システムにおいて、前記ＭＥＭＳデバイスが前記滲出液のｐ
Ｈレベルを感知するように構成されることを特徴とする減圧送達システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の減圧送達システムが、前記少なくとも１の導管と流体連結されるドレ
ッシング剤を更に具え、前記ＭＥＭＳデバイスが前記組織部位の前記１以上の滲出液の特
徴を感知したときに、前記ドレッシング剤内に配置されることを特徴とする減圧送達シス
テム。
【請求項７】
　請求項１に記載の減圧送達システムにおいて、前記治療が少なくとも１の治療液を含む
ことを特徴とする減圧送達システム。
【請求項８】
　請求項１に記載の減圧送達システムにおいて、前記１以上の滲出液の特徴が化学的特徴
を含むことを特徴とする減圧送達システム。
【請求項９】
　請求項１に記載の減圧送達システムにおいて、前記１以上の滲出液の特徴が生物学的マ
ーカーを含むことを特徴とする減圧送達システム。
【請求項１０】
　患者の組織から滲出液を引き抜き、前記組織を治療するための減圧療法システムであっ
て、当該減圧療法システムが：
　　前記組織に対し真空及び治療液を送達するように前記組織と流体連結されるドレッシ
ング剤と；
　　前記組織に対し前記真空及び前記治療液を送達するように前記ドレッシング剤と流体
連結される一方の端部を有する、少なくとも１の導管と；
　　送達信号に応じて、第１の状態で前記組織に対し前記真空を提供し、第２の状態で前
記組織に対し前記治療液を提供するように、前記少なくとも１の導管の他方の端部に連結
される作動デバイスと；
　　前記組織を治療するための所定の療法に応じて、前記第１の状態の間に前記真空の印
加又は変更を行い、前記第２の状態の間に送達信号の印加又は変更を行うように、前記作
動デバイスと電気接続される演算処理装置と；
　　前記滲出液の特徴を感知し、前記滲出液の特徴に関連する特徴的なデータを生成する
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ように前記組織と流体連結され、かつ、前記特徴的なデータを送信するように前記演算処
理装置と電気接続されるＭＥＭＳデバイスと；
を具え、前記演算処理装置が、前記所定の療法による前記特徴的なデータの分析に応じて
、前記作動デバイスに対する前記送達信号の印加又は変更を行い、
　前記演算処理装置と接続される電子ディスプレイを具え、前記演算処理装置が前記電子
ディスプレイ上にグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を生成及び表示するよう
に更に構成され、前記ＧＵＩが前記組織部位からの前記滲出液の特徴的なレベルを示す表
示を含み、
　前記演算処理装置がさらに、（ｉ）前記滲出液の１以上の特徴が最小または最大の閾値
を越えた場合を検出する、または（ｉｉ）前記滲出液の１以上の特徴が最小または最大の
閾値を越えた場合を検出してアラーム信号を生成する、ように構成されており、
　前記演算処理装置がさらに、１以上の前記最小または最大の閾値のプリセット値を保存
するよう構成され、
　前記演算処理装置がさらに、前記ＧＵＩを介した介護者からの入力に応じて、前記プリ
セット値から１以上の前記最小または最大の閾値を変更するよう構成されていることを特
徴とする減圧療法システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本出願は２００８年１０月３日提出の米国仮特許出願第６１／１０２，６６２号の利益
を主張し、全体が引用によって本明細書中に組み込まれる。
【０００２】
［本発明の分野］
　本発明の原理は一般的には組織を治療するためのシステム及び方法に関する。特に、本
発明の原理は、ＢｉｏＭＥＭＳとしても知られる微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）を減
圧送達システムで用いて、組織を治療することに関する。
【背景技術】
【０００３】
［関連技術の説明］
　創傷療法の分野は近年進歩してきた。創傷治癒療法の進歩の１つは、創傷に対する真空
補助式の創傷治癒又は減圧送達の開発である。創傷に対する減圧又は陰圧の印加によって
、創傷又は組織部位で血流が改善され、組織の成長が増加し、感染が低減し、治癒時間が
改善されることが臨床上示されてきた。介護者はこのような真空補助式の創傷治癒を用い
て、褥瘡、糖尿病性の創傷、腹部創傷、中間層熱傷、外傷性の創傷、皮弁、及び移植片と
いった多様な慢性及び急性の創傷型を治療できる。
【０００４】
［創傷及び創傷治癒プロセスの背景］
　創傷は一般的には皮膚上皮の完全性の破壊として規定される。しかしながら、このよう
な損傷は相応に深くなり、真皮、皮下脂肪、筋膜、筋、更には骨を含みうる。固有の創傷
療法は組織修復を導く、非常に複雑で、動的で、かつ協調的な一連のステップである。急
性創傷療法は、常在性及び遊走性の双方の細胞集団が協調的な方法において細胞外基質環
境内で作用して、損傷組織を修復するステップを具える。一部の創傷は（多様な理由のた
めに）この方法で治癒できず、慢性創傷と称される。
【０００５】
　組織の損傷に続く、協調的な創傷の治癒は一般的には、４の重複するが明確な段階：止
血；炎症；増殖；及び、組織修復；を具える。止血は出血、凝固、ならびに血小板及び補
体の活性化である、創傷の応答及び修復における第１のステップを具える。炎症は最初の
日の終わり近くにピークとなる。細胞増殖は次の７ないし３０日にわたって生じ、創傷領
域の測定が最も有益になる期間を含んでいる。この期間中に、線維増殖、血管新生、再上
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皮化及び細胞外基質の合成が生じる。創傷における初期のコラーゲン形成は一般的には、
ほぼ７日目にピークとなる。創傷の再上皮化は最適な条件下でほぼ４８時間で生じ、この
時に創傷は完全に塞がれうる。治癒する創傷は３週で完全な引張り強さの１５％ないし２
０％を有し、４ヶ月で完全な強度の６０％を有する。１ヶ月後に、分解及び組織修復段階
が開始し、細胞充実性及び血管増生が低減し、引張り強さが増加する。成熟した瘢痕の形
成には多くの場合６ないし１２ヶ月必要である。
【０００６】
［創傷治癒プロセスを測定するための関連技術における試み］
　創傷治療には材料と専門的な治療時間の双方がかかりうるため、創傷及び創傷治癒プロ
セスの評価は必須となりうる。創傷の治癒の進捗を判定するのに介護者を補助できるいく
つかの創傷パラメータがある。例えば、創傷の面積及び容量の測定は、創傷が治癒してい
るか否か、及び、創傷が治癒している場合にどの程度の早さで創傷が治癒しているかにつ
いての知見を提供できる。
【０００７】
　創傷の大きさ及び容量に加えて、介護者は多くの場合、創傷の治癒力及び治癒の進捗を
判定するのに創傷の呈色及び質感を用いる。創傷組織は創傷床と創傷周囲の領域又は創傷
縁部とを具える。特定の問題は創傷組織の呈色及び質感から検出できる。例えば、通常の
肉芽組織は肉状で、赤く、光沢のある質感の外観を有し、容易に退色する一方、壊死組織
（すなわち、死滅組織）は「脱落（ｓｌｏｕｇｈ）」組織として一般的に知られる黄灰色
で柔かい組織であるか、「焼痂（ｅｓｃｈａｒ）」組織として一般的に知られる硬く呈色
が黒／茶色の組織のいずれかである。介護者はこれら及びその他の創傷組織を観察及びモ
ニタリングして、創傷全体及び特定の創傷領域の創傷治癒の進捗を判定できる。不適切か
つ不完全な評価は広範で多様な合併症を引き起こすため、創傷の評価は固有に創傷を治療
するための重要なプロセスである。治療されない組織部位での感染症によって、持続性の
損傷、切断、あるいは患者の死さえも生じうる。
【０００８】
　感染症は緩徐に開始するが急速に増加しうる。感染症が急速に増加した場合、患者は短
期間で重篤な病気になり得る。創傷の治療中、包帯又は他のドレッシング剤は一般的には
創傷を覆っている。従って、介護者はドレッシング剤を脱離又は変更する時以外に創傷を
見ることができない。創傷の大きさ及び種類に依存して、ドレッシング剤は創傷の治癒プ
ロセスを妨害するのを回避するため、定期的にはほとんど変更できない。創傷が変わる期
間中に、介護者が感染症が生じたこと、あるいはどの程度の速さで感染症が進捗している
のかを知ることなく、感染症が形成されうる。他の問題は創傷治癒プロセス中に発生しう
るが、創傷はドレッシング剤によって覆われており、ドレッシング剤が変えられるまで認
知されない。
【発明の概要】
【０００９】
　介護者が患者の組織部位の治癒及び感染の状態を評価できるように改善するために、本
発明の原理は組織部位からの１以上の滲出液の特徴の測定を提供する。滲出液は、化学的
特徴（例えば、ｐＨレベル）、生物学的マーカー（例えば、細菌数又は型）、あるいはそ
の他の１以上の化学的特徴及び／又は１以上の生物学的マーカーの指標について測定され
て、組織部位を治療する介護者を補助できる。１以上の滲出液の特徴を測定するためのあ
る実施形態は、組織部位に又はその近くに配置される微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）
を用いるステップを具える。ＭＥＭＳデバイスを、減圧を用いて組織部位を治療するよう
に動作する減圧送達システムに統合することによって、減圧送達システムは１以上の治療
パラメータを調整して、ＭＥＭＳデバイスが１以上の滲出液の特徴を感知するのに応じて
、組織部位からの所望されない滲出液の特徴を補償できる。
【００１０】
　減圧送達システムのある実施形態は、患者の組織部位に対して治療を実施するように構
成される電気機械部品を具えうる。演算処理装置は、電気機械部品と接続して、組織部位
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に対する治療を実施するように、電気機械部品を動作させるべく構成できる。少なくとも
１の導管は、組織部位に治療を送達するように構成できる。微小電気機械（ＭＥＭＳ）デ
バイスは組織部位から１以上の滲出液の特徴を感知するように構成され、更に感知した１
以上の滲出液の特徴を示すデータを通信するように構成される。演算処理装置は前記ＭＥ
ＭＳデバイスからデータを受信するように構成され、患者の組織部位に対する治療を１の
導管を介して電気機械部品で実施するように構成されうる。
【００１１】
　患者の組織部位を治療する方法のある実施形態は、患者の組織部位の１以上の滲出液の
特徴を感知するステップを具えうる。感知した１以上の滲出液の特徴のレベルを測定でき
、測定された１以上の特徴のレベルに応じて、組織部位に対する治療の実施又は変更を行
うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、患者が減圧送達システムを用いて治療される例示的な構成の説明である
。
【図２】図２は、減圧送達システムによって減圧が印加される組織部位を覆う例示的なド
レッシング剤の説明であり、ＭＥＭＳデバイスは組織部位の減圧送達システムへの流路に
含まれている。
【図３】図３は、組織部位を覆う例示的なドレッシング剤の説明であり、ＭＥＭＳデバイ
スは組織部位の減圧送達システムへの流路に含まれている。
【図４Ａ】図４Ａは、例示的な減圧送達システムのブロック図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、図４Ａの減圧送達システムの動作を制御するように構成される例示
的なモジュールのブロック図である。
【図５】図５は、例示的なグラフィカルユーザインタフェースを表示するための電子ディ
スプレイを含む例示的な減圧送達システムの説明である。
【図６】図６は、患者の組織部位で１以上の滲出液の特徴を感知し、それに応じて治療液
を組織部位に送達するための例示的なプロセスのフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１について、患者１０２を治療するためのセットアップ１００が示される。患者は減
圧送達システム１０６によって組織部位１０４で減圧治療を受けている。減圧送達システ
ム１０６は更に真空補助式の治療デバイスとして知られている。減圧送達システム１０６
は創傷療法といった組織治療のプロセスにおいて患者を補助するように一般的に用いられ
る任意のシステムとなりうる。更には、減圧送達システム１０６は、本明細書中に更に記
載のソフトウェアを利用して、組織部位１０４の治癒をモニタリングして介護者を補助す
るように構成される任意のコンピュータシステムであってもよい。介護者は一般的には、
任意の医療従事者、ユーザ、患者の家族、又は減圧送達システムと対話するか、あるいは
そのインタフェースとなる患者を意味する。代替的な実施形態においては、減圧送達シス
テムは、移動可能な患者を治療するのに利用できる一体型のドレッシング剤に統合できる
。
【００１４】
　本明細書中で用いられるような用語「組織部位（ｔｉｓｓｕｅ　ｓｉｔｅ）」は任意の
組織の上又は内部に位置する創傷又は欠損のことであり、限定しないが骨組織、脂肪組織
、筋組織、神経組織、皮膚組織、血管組織、結合組織、軟骨組織、腱、又は靱帯を含む。
用語「組織部位」は更に、創傷又は欠損である必要はなく、更なる組織の成長を追加又は
促進するのに所望される領域である任意の組織の領域であってもよい。例えば、減圧組織
治療は、回収され、別の組織位置に移植されうる更なる組織の成長のために特定の組織領
域で用いてもよい。
【００１５】
　本明細書中で用いられるような用語「減圧（ｒｅｄｕｃｅｄ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）」は
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一般的には、治療を受けている組織部位での雰囲気圧未満の圧力のことである。ほとんど
の場合においては、この減圧は患者が位置する大気圧未満である。代替的に、減圧は組織
部位での組織の静水圧未満であってもよい。用語「真空（ｖａｃｕｕｍ）」及び「陰圧（
ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）」は組織部位に印加される圧力について記載する
のに用いられうるが、組織部位に印加される実際の真空レベルは完全真空で通常関連づけ
られる真空レベルよりも顕著に低くなりうる。減圧は最初に、組織部位の領域におけるチ
ューブ又は導管に流動を生成できる。組織部位の周りの静水圧が所望の減圧に接近すると
き、流動は弱まり、減圧はその後維持される。他に示さない限り、本明細書中に述べた圧
力の値はゲージ圧である。
【００１６】
　減圧送達システム１０６は減圧送達システム１０６から組織部位１０４に延在する減圧
導管１０８を具えることができる。組織部位１０４で、分配マニホルド（特に引用せず）
を具える減圧ドレッシング剤１１０は、減圧導管１０８に流体連結できる。更に、ドレー
プ１１２は組織部位１０４及び分配マニホルド１１０の上方に配置できる。本明細書中で
用いられるような用語「マニホルド（ｍａｎｉｆｏｌｄ）」は一般的には減圧を組織部位
に印加し、液体を組織部位に送達し、組織部位から液体を除去するのを補助するために提
供される物体又は構成のことである。マニホルドは一般的には、マニホルドの周囲の組織
の領域に提供され、そこから除去される流体及び圧力の分布を改善するために内部連結さ
れる複数の流動のチャネル又は経路を具える。マニホルドの例は限定しないが、流動チャ
ネルを形成するように構成される構造要素、連続気泡発泡体等の気泡発泡体、多孔性組織
の集合、ならびに流動チャネルを含み、又は含むように硬化させた液体、ゲル及び発泡体
を有するデバイスを具えてもよい。
【００１７】
　ドレープ１１２は気体透過性であり、減圧治療中に液体が組織部位１０４に出入りする
のを防ぐ可撓性材料であってもよい。可撓性材料は屈曲（ｂｅｎｔ／ｆｌｅｘｅｄ）可能
な物体又は材料である。エラストマー材料は一般的には可撓性であるが、本明細書中の可
撓性材料に対する引用はエラストマーのみの材料選択に限定することを必ずしも要しない
。本発明の原理による材料又は減圧送達機構と関連する用語「可撓性（ｆｌｅｘｉｂｌｅ
）」の使用は一般的には、組織部位の形状に適合し、厳密に合致する材料の性能のことで
ある。例えば、骨の欠損を治療するのに用いられる減圧送達機構の可撓性の性質によって
、機構は、欠損を有する骨の部分の周りを包み込むか、あるいは巻きつけることが可能に
なる。
【００１８】
　減圧送達システム１０６は滲出液を収集する滲出液キャニスター１１４を具えることが
できる。図示のように、滲出液キャニスター１１４が少なくとも部分的に半透明である場
合に、ユーザが滲出液のレベルを見ることができるように減圧送達システム１０６から突
出するように滲出液キャニスター１１４は示される。代替的に、滲出液キャニスター１１
４は、例えば中間チューブ（図示せず）を通って減圧送達システム１０６と流体連結して
もよい。
【００１９】
　ある実施形態においては、ＭＥＭＳデバイス（図示せず）は、減圧送達システム１０６
で減圧導管１０８、減圧ドレッシング剤１１０、滲出液キャニスター１１４に統合される
か、組織部位１０４に直接的に適用されるか、あるいはそうでない場合は減圧送達システ
ム１０６の流路内に配置される。ＭＥＭＳデバイスは一般的には、微細加工技術を用いた
共通基板上の機械素子、センサー、アクチュエータ、電子機器、あるいはその組合せとの
統合であると考えられ、統合した機械部品及び電気部品の使用を通して、１以上の機能を
実行できる。減圧送達システム１０６用の機能は、サンプリング及び感知することと、フ
ィードバック信号を生成することと、送達あるいは組織部位１０４に対する治療の送達を
行うこととを具えてもよい。このようなフィードバックは一般的には、自動制御システム
における能動フィードバックと見なされる。「流路（ｆｌｕｉｄ　ｐａｔｈ）」は滲出液
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が流れ出し、かつ組織部位１０４を含み、かつ滲出液キャニスター１１４を含む経路であ
る。ＭＥＭＳデバイスは流路に固定的に取付けられ、あるいは脱離可能に配置されて、組
織部位１０４から滲出液をサンプリングできる。多くのパラメータが組織部位から離れた
流路において測定できるが、温度及び圧力等の特定のパラメータは組織部位でより正確に
測定される。本明細書中で用いられるような用語「流体（ｆｌｕｉｄ）」は一般的には気
体又は液体のことであり、限定しないがゲル、コロイド、及び発泡体を含むその他の流動
性を有する材料を更に含んでもよい。気体の一例は空気である。
【００２０】
　図２については、ヒトの身体２０２上の組織部位２００は減圧送達システム（図示せず
）から減圧療法を受けている。減圧送達システムは動物の身体に同様に利用しても良いこ
とは理解されよう。減圧送達システムは直接的に、あるいはアダプター２０６を介してか
のいずれかで減圧導管２０４に連結され、分配マニホルド２１０と流体連結される。ドレ
ープ２０８は、ドレープ２０８に押しつけているように示されている分配マニホルド２１
０を覆うように構成できる。ドレープ２０８は組織部位２００で組織を覆い、これによっ
て空気等の流体が組織部位２００に出入りできないように、ドレープ２０８と組織部位２
００での周囲の組織２１４との交差部分２１２で形成される密封を維持するのを助ける。
介護者は手２１５を用いて、密封を形成するように組織部位２００を包囲するヒトの身体
２０２の健常組織にドレープ２０８を押しつけてもよい。流体が組織部位２００に出入り
するのを防ぐことによって、組織部位２００は減圧療法の最大の利益を受けることができ
、更なる感染のための変化を最小にするステップ、組織の成長を改善するステップ、及び
水腫を減少させるステップ等を具える。
【００２１】
　ＭＥＭＳデバイス２１６は、組織部位２００と減圧療法システムとの間の流路に配置し
てもよい。ＭＥＭＳ２１６のデバイスは流路内のマニホルド、減圧導管２０４、ドレープ
２０８、又はその他の場所に固定してもよい。ある実施形態においては、ＭＥＭＳデバイ
ス２１６は減圧送達システムと無線通信するように構成される。無線型のＭＥＭＳデバイ
スは時に無線統合型のマイクロシステム（ＷＩＭＳ）と称される。代替的に、ＭＥＭＳデ
バイス２１６は減圧送達システムへ無線接続するように構成してもよい。無線の場合、Ｍ
ＥＭＳデバイス２１６は、減圧送達システムと通信するように任意の無線通信プロトコル
を用いて構成してもよい。例えば、減圧送達システムは一般的にはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）通信経路を形成する範囲内にあるため、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線
通信プロトコルを利用してもよい。
【００２２】
　ＭＥＭＳデバイス２１６は組織部位２００から滲出液をサンプリングするように構成し
てもよい。ある実施形態においては、ＭＥＭＳデバイス２１６はｐＨレベル又はＯ２レベ
ル等の１以上の特定の特徴を決定するように構成でき、組織酸素化を決定するのを助けう
る。この説明の目的では、滲出液の特徴は、ＭＥＭＳデバイス２１６によって測定可能な
、滲出液の化学組成、化学的特徴、生物学的マーカー、又はその他の特徴である。代替的
に、ＭＥＭＳデバイス２１６は滲出液の未加工データをサンプリング及び収集するように
構成してもよい。ＭＥＭＳデバイス２１６は未加工データ又は処理済データを減圧送達シ
ステムに通信してもよい。
【００２３】
　更には、ＭＥＭＳデバイス２１６は組織部位で湿度を感知するように構成してもよい。
非常に低い創傷部位での湿度によって、創傷の水疱形成（ｄｅｓｓｉｃａｔｉｏｎ）が生
じる。湿度を感知することによって、減圧送達システムは創傷の水疱形成（ｄｅｓｓｉｃ
ａｔｉｏｎ）が発生しないことを保証しうる。ある実施形態においては、所定の最小しき
い値は警告を始動するように、あるいは、組織部位への流体送達を開始することによって
減圧送達システムの動作を変更するように構成されうる。例えば、９５％の湿度の最小し
きい値は湿度が９５％未満に低下した場合に、減圧送達システムが組織部位に治療液を送
達するように設定してもよい。９０％の別の最小しきい値は、湿度がその別のしきい値未
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満に低下するのに応じて、警告を生成してその立場の介護者に告知できるように設定して
もよい。代替的な実施形態においては、組織部位自体の湿性はＭＥＭＳデバイス２１６で
感知してもよい。
【００２４】
　図３については、組織部位２００の断面図（ｃｕｔｏｕｔ　ｖｉｅｗ）が提供され、組
織部位２００で創傷組織といった組織３０３を包囲する健常組織３０２の上に延在するド
レープ２０８を図示する。ドレープ２０８はマニホルド３０４とドレッシング剤の発泡体
３０５との上に延在し、減圧導管３０６と流体連結される。ドレープ２０８、マニホルド
３０４、及びドレッシング剤の発泡体３０５は総て、当該技術分野で理解されるようにド
レッシング剤の一部である。ドレッシング剤は、当該技術分野で理解されるように追加の
、わずかな、及び／又は異なる成分で構成してもよいことは理解されよう。減圧導管３０
６は更に減圧送達システム３０８と流体連結される。バルブ３０７は減圧送達システム３
０８の内部又は外部にあり、減圧療法システム３０８で制御可能であり、組織部位２００
に対する減圧及び／又は治療液の印加／塗布（ａｐｐｌｙ）、あるいは変更を可能にする
。減圧療法システム３０８は真空ポンプ３１０と電子ディスプレイ３１２とを含んでもよ
い。電子ディスプレイ３１２は、ユーザが減圧送達システム３０８を動作させることによ
って用いられうる制御要素３１４ａないし３１４ｎ（集合的には符号３１４）を含んでも
よい。更には、又は代替的に、電子ディスプレイ３１２はユーザが減圧送達システム３０
８のインタフェースとなり、それを操作することを可能にするタッチスクリーン式の電子
ディスプレイ３１６を具えてもよい。最も詳細に例示した減圧送達システムは図４Ａに提
供される。
【００２５】
　ＭＥＭＳデバイス２１６はドレープ２０８の下方に図示され、マニホルド３０４に取付
けられるか、そうでない場合は連結される。組織部位２００の組織３０３に可能な限り近
くなるようにＭＥＭＳデバイス２１６を配置することによって、ＭＥＭＳデバイス２１６
は、可能な限り正確な１以上の滲出液の特徴（例えば、化学的特徴及び／又は生物学的マ
ーカー）の読取り値を収集及び／又は生成できる。ある実施形態においては、ＭＥＭＳデ
バイス２１６は組織部位２００に接触するように配置して、ＭＥＭＳデバイス２１６が組
織部位２００に接触する際により正確に測定される特定のパラメータを測定できる。
【００２６】
　減圧送達システム３０８はＭＥＭＳデバイス２１６から通信される１以上の信号を介し
てデータを受信できる。データは１以上の滲出液の特徴を示す未加工データ又は処理済デ
ータを含んでもよい。当該技術分野で理解されるように、ＭＥＭＳデバイス２１６は任意
の型の特徴をサンプリングし、化学的特徴及び／又は生物学的マーカーを含むように構成
してもよい。例えば、ＭＥＭＳデバイス２１６は、患者の治療の際に介護者の補助を手助
けできる滲出液のｐＨレベル、滲出液中の細菌数又は型、あるいは滲出液中のその他の化
学的特徴及び／又は生物学的マーカーをサンプリング及び測定するように構成してもよい
。ＭＥＭＳデバイス２１６は更にあるいは代替的に、前に述べたような圧力、温度及び湿
度等の環境因子を感知するように構成してもよい。使用又は変更可能で、かつ圧力を感知
して減圧送達システム３０８に対する圧力読取り値を無線通信するのに使用可能な例示的
なＭＥＭＳデバイスは、米国ミシガン州イプシランティのＩｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｅｎ
ｓｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（ＩＳＳＹＳ）社で生成されている。他の化学的特徴、生物学
的マーカー、及び／又は環境状態を感知するためにＩＳＳＹＳ社又は他の製造会社で生成
される他のＭＥＭＳセンサーは本発明の原理に従って利用できる。
【００２７】
　図４Ａについては、例示的な減圧送達システム４００が示されて、電子機器４０２と流
動機器４０４とで構成される。電子機器はソフトウェア４０８を実行する演算処理装置４
０６を含んでもよい。ソフトウェア４０８は、減圧送達システム４００の動作を制御及び
管理するように構成してもよい。演算処理装置４０６は、メモリ４１０、ディスプレイ４
１２、入出力（Ｉ／Ｏ）装置４１４、記憶装置４１６と通信できる。記憶装置はデータベ
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ースであり、設定情報又は、治療が減圧送達システム４００で行われる際の１以上の患者
に関する情報を記憶するためのデータレジストリ４１８を記憶できる。データレジストリ
４１８は当該技術分野で理解されるように１以上のデータファイルで構成してもよいこと
は理解されよう。メモリ４１０は、減圧送達システム４００の１以上の機能の設定及び動
作状態などの動作情報を記憶するために、演算処理装置４０６で用いてもよい。ディスプ
レイ４１２はグラフィカルユーザインタフェース等のユーザインタフェースを提供する電
子ディスプレイであってもよく、介護者が減圧送達システムを制御可能なようにタッチセ
ンサ式であってもよい。Ｉ／Ｏ装置４１４は局所的に（すなわち、減圧送達システム４０
０で）、あるいは遠隔的に（例えば、ネットワーク上のデバイスで、あるいは遠隔配置さ
れたＭＥＭＳデバイスで）通信するように構成してもよい。
【００２８】
　電子機器４０２は、電気機械部品の動作を制御するために流動機器４０４と通信できる
。電気機械部品は真空ポンプ４２４と、滲出液キャニスター４２６と、１以上の治療液４
２８とを具えてもよい。他の電気機械部品は当該技術分野で理解されるような、流動、組
織圧、及びポンプ圧のトランスデューサといったトランスデューサを具えてもよい。フィ
ルタ（図示せず）は更に流動機器４０４に含まれてもよい。真空ポンプ４２４は患者の組
織部位で減圧を印加するのに用いられる減圧を生成するように構成してもよい。滲出液キ
ャニスター４２６はプラスチック容器等の容器であってもよく、減圧送達システム４００
と統合又は分離され、減圧送達システム４００によって治療されている患者から滲出液を
収集するのに用いられる。
【００２９】
　１以上の治療液４２８は患者を治療するために用いられる１以上の治療液を含みうる。
例えば、１以上の治療液４２８は組織部位で細菌を低減するのを助ける抗菌液又は消毒液
を含んでもよい。別の例として、１以上の治療液４２８は、ｐＨバランスを調整すべく組
織部位に対し塗布又は変更を行うことができる１以上のｐＨバランス液（例えば、酸性液
、又は塩基性液）を含んでもよい。更には、１以上の治療液４２８は組織部位を洗浄、灌
注、又は加湿するのに用いられうる生理食塩水又は他の洗浄液を含んでもよい。一般的に
は、任意の生物学的マーカー又は医薬液は本発明の原理に従って治療液として用いてもよ
い。
【００３０】
　１以上の治療ポンプ４２９は組織部位に１以上の治療液４２８をポンピングするように
構成できる。１以上の治療ポンプ４２９は流体をポンピング可能な、含気式及び電気機械
式のポンプといった任意のポンプであってもよい。
【００３１】
　演算処理装置４０６は、１以上の演算処理装置を具えてもよく、減圧送達システム４０
０の動作を制御するためのバルブ４３０とトランスデューサ４３２とを具える流動機器と
通信するように構成できる。ソフトウェア４０８は演算処理装置４０６を制御して、トラ
ンスデューサ４３４又は他のセンサからの情報の受信に応じて、真空ポンプ４２４の作動
／停止ができ、バルブといった作動デバイス４３１を具えるバルブ４３０を開閉できる。
【００３２】
　ＭＥＭＳデバイス４３４は、無線通信がＭＥＭＳデバイス４３４で行われる場合にＷＩ
ＭＳデバイスとも見なされ、患者の組織部位及び減圧送達システム４００の滲出液キャニ
スター４２６の、あるいはその間の流路内に配置してもよい。ＭＥＭＳデバイス４３４は
１以上の滲出液の特徴を：（ｉ）サンプリングするか；あるいは（ｉｉ）サンプリングか
つ測定する；ように構成してもよい。ＭＥＭＳデバイス４３４は有線又は無線にして、デ
ータ信号を減圧送達システム４００と通信するように構成してもよい。有線あるいは無線
での通信時に、ＭＥＭＳデバイス４３４はアナログ式又はディジタル式のいずれかの通信
技術、及び任意の通信プロトコルを用いて通信してもよい。データ信号は滲出液の特徴的
なデータ（例えば、ｐＨレベル）を示す未処理データ又は処理済データを含んでもよい。
【００３３】
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　ＭＥＭＳデバイス４３４は滲出液をサンプリングして、Ｏ２レベル、ＣＯ２、化学マー
カー、及び他の化学的特徴についての１以上の化学的特徴を測定するように構成してもよ
い。更には、あるいは代替的に、ＭＥＭＳデバイス４３４は滲出液をサンプリングして、
微生物の生物学的マーカー、バイオマーカー、タンパク質（例えば、アルブミン）、及び
他の生物学的マーカーを測定するように構成してもよい。更に、ＭＥＭＳデバイス４３４
は滲出液の温度を測定するように構成してもよく、組織部位で生じる感染又は他のプロセ
スを示してもよい。ある実施形態においては、減圧動作を制御するのにトランスデューサ
４３２を用いるのではなく、ＭＥＭＳデバイス４３４が減圧送達システム４００で用いら
れて、減圧動作を制御できる。
【００３４】
　ある実施形態においては、減圧送達システム４００は洗浄又は治療用に、洗浄液又は医
薬液などの治療液を組織部位に送達するように構成してもよい。組織部位を洗浄又は治療
するために、ＭＥＭＳデバイス４３４が１以上の滲出液の化学的特徴及び／又は生物学的
マーカーを感知するのに応じて、演算処理装置４０６は、電子ディスプレイ上に感知した
１以上の滲出液の特徴を示す情報（例えば、棒グラフ）を表示、あるいは音声出力（例え
ば、トーン又はボイスの出力）を生成してもよい。代替的及び／又は更には、演算処理装
置４０６はドレッシング剤４３８に連結される１以上の導管４３６を介して組織部位に対
する１以上の治療液の塗布又は変更を行ってもよい。ある実施形態においては、各々の治
療液は他の治療液と同一又は異なる導管を用いて組織部位に送達してもよい。多数の導管
が１以上の治療液４２８を送達するのに用いられる場合、多数のバルブ又は作動デバイス
が各々の１以上の治療液４２８の送達を制御するのに用いられうる。１以上の治療液は、
減圧を組織部位に送達するのに用いられるのと同一又は異なる導管を介して送達してもよ
い。
【００３５】
　ある実施形態においては、１以上の導管４３６は組織部位に減圧を印加するための減圧
導管と、１以上の治療液４２８を塗布するための別個の導管とを具える。代替的に、減圧
を印加し、かつ１以上の治療液４２８を塗布するのに同一の導管を用いてもよいが、この
ような構成においては、１以上の治療ポンプ４２９及び真空ポンプ４２４は別の時間に動
作させるか、あるいはバルブ４３０は１以上の治療ポンプ４２９及び真空ポンプ４２４の
１以上の導管４３６への流体連結を限定するかをすべきである。演算処理装置は作動デバ
イス４３１と電気接続され、第１の状態において組織部位に対する減圧の印加又は変更を
真空ポンプ４２４で行うような配置で作動デバイス４３１を設定し、第２の状態において
作動デバイス４３１を配置するように電子機器４０２から流動機器４０４に通信線４２０
を介して送達信号４２２を通信して、１以上の治療液４２８を組織部位に塗布できる。第
１及び第２の状態において作動デバイス４３１を配置するかどうかを決定する場合、所定
の療法は演算処理装置４０６を採用し、所定の療法はＭＥＭＳデバイス４３４で感知され
る１以上の滲出液の特徴に応答してもよい。更には、送達中の治療液に依存して、演算処
理装置４０６は、例えば、組織部位を薬剤で治療できるように真空ポンプ４２４を特定の
期間停止するか、あるいは例えば組織部位を洗浄する間に真空ポンプ４２４を動作させる
ように構成してもよい。多様な治療動作を用いて、ＭＥＭＳデバイス４３４が組織部位か
らの１以上の滲出液の特徴をサンプリングするのに応じて、治療液４２８を送達し、真空
ポンプ４２４を制御できることは理解されよう。例えば、演算処理装置４０６は滲出液で
酸性度が増加したことを判定するのに応じて減圧治療を変更するように構成してもよい。
更には演算処理装置４０６は、可視的又は可聴的な通知又は警告を生成するように構成し
て、滲出液における高レベル又は低レベルの化学的特徴及び／又はを生物学的マーカーに
ついて介護者に告知してもよい。ある実施形態においては、演算処理装置４０６はグラフ
ィカル表示（例えば、グラフ、パイチャート、又は棒）又は英数字表示（例えば、数字又
はグレード）を呈示するように構成して、滲出液における化学的特徴及び／又は生物学的
マーカーのレベルを示してもよい。演算処理装置４０６は更に、ＭＥＭＳデバイスによっ
て感知される、温度、圧力、及び湿度といった環境状態のグラフィカル表示又は文字数表



(11) JP 5599803 B2 2014.10.1

10

20

30

40

50

示を生成及び呈示するように構成してもよい。１以上のＭＥＭＳデバイスが１以上の感知
及び／又は測定機能を行うのに用いられうることは理解されよう。
【００３６】
　図４Ｂについて、モジュール４４０は減圧療法システム４００の動作を制御するように
構成できる（図４Ａ）。モジュール４４０は演算処理装置４０６、ハードウェア、又はそ
の組合せによって実行されるソフトウェア４０８といった、ソフトウェアであってもよい
。モジュール４４０は特徴測定モジュール４４２と減圧印加モジュール４４４と、１以上
の治療液の塗布モジュール４４６と、測定された特徴の表示を有するＧＵＩの呈示モジュ
ール４４８と、特徴的なしきい値設定及び警告生成モジュール４５０とを含みうる。モジ
ュール４４０は例示的であり、いくつかの他の方法で分割、結合又は構成してもよい。更
に、追加の、及び／又は異なるモジュールを用いて、本発明の原理に従って同一又は同様
の機能を実行してもよい。
【００３７】
　特徴測定モジュール４４２は、ＭＥＭＳデバイスによって感知される１以上の滲出液の
特徴を測定するように構成できる。ある実施形態においては、ＭＥＭＳデバイスは未加工
データを特徴測定モジュール４４２に通信して、どの特徴が感知されるかのレベルを算出
できる。代替的な実施形態においては、特徴測定モジュール４４２はＭＥＭＳデバイス自
体に構成され、算出された特徴的なレベル又は値を減圧送達システム４００に報告する。
多数のＭＥＭＳデバイスは滲出液の特徴を感知及び処理するのに用いてもよい。
【００３８】
　減圧印加モジュール４４４は減圧送達システム４００における電気機械部品を制御して
患者の組織部位に減圧を印加するように構成できる。減圧モジュール４４４は一定の減圧
又は間欠的な減圧を印加するように構成してもよい。ある実施形態においては、減圧モジ
ュール４４４は特徴測定モジュール４４２によって判定される１以上のレベルを用いて、
組織部位に対する減圧の印加量を、組織部位に印加中の減圧を停止すべきかどうかを含め
て決定してもよい。例えば、細菌のレベルが高いと判定された場合、組織部位に対する治
療液の印加又は変更が行われうるまで減圧は減圧モジュール４４４によって一時的に停止
でき、次いで、減圧モジュール４４４は減圧を組織部位に再印加できる。
【００３９】
　１以上の治療液の塗布モジュール４４６は減圧送達システム４００内の電気機械部品を
制御するように構成して、治療液を患者の組織部位に塗布できる。電気機械部品は、組織
部位に対する治療液の塗布又は変更を制御するのに用いられるポンプ、バルブ、及びその
他の電気機械部品を具えてもよい。更に、１以上の治療液の塗布モジュール４４６は、電
気機械部品を制御し、流体又は他の材料（例えば、粉末）の混合物を調整して、治療液を
形成することによって、組織部位に対する治療液の塗布濃度又は変更濃度を制御するよう
に構成してもよい。動作時は、１以上の治療液の塗布モジュール４４６は（ｉ）滲出液中
の特徴的なレベルを受信し；（ｉｉ）患者の組織部位に塗布すべき治療液の量、濃度、及
び／又は持続期間を判定し；（ｉｉｉ）減圧送達システム４００における電気機械部品を
制御することによって１以上の治療液を組織部位に塗布する；ように構成してもよい。
【００４０】
　測定された特徴の表示を有するＧＵＩの呈示モジュール４４８は滲出液における特徴的
なレベルを受信し、電子ディスプレイ上に特徴的なレベルのグラフィカル表示及び／又は
英数字表示を呈示するように構成できる。ＧＵＩは特徴のレベルを介護者に示す任意のグ
ラフィカル表示を呈示してもよい。例えば、ｐＨレベルは棒グラフ、数字、円グラフ、又
は介護者が滲出液のｐＨレベルを見ることができるその他のフォーマットで示してもよい
。
【００４１】
　特徴的なしきい値設定及び警告生成モジュール４５０は、最大又は最小の事前決定され
たしきい値で構成できるか、あるいは、介護者が滲出液の特徴に関するしきい値のレベル
を決定又は設定できる。警告は可視的及び／又は可聴的であってもよい。しきい値を設定
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する場合、モジュール４５０は事前決定されたしきい値でメニューを提供してもよく、介
護者がケースバイケースに基づいてしきい値を変更できるようにしてもよい。例えば、介
護者はｐＨレベルについてそれぞれ６．５及び７．５で最大レベル及び最小レベルのしき
い値を設定してもよい。別の例のように、最大のしきい値は細菌数を７５に設定してもよ
い。治療液を組織部位に自動的に塗布するように減圧送達システム４００が構成される場
合、特徴的なレベルがしきい値に交差したことを示す警告は、減圧送達システム４００が
特徴を変更又は維持することが困難であることを介護者に示してもよい。自動でない場合
は、警告は組織部位又は患者が問題を有することを介護者に知らせてもよい。
【００４２】
　図５については、例示的なグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）５０４を表示
する電子ディスプレイ５０２を具える例示的な減圧送達システム５００が示される。ＧＵ
Ｉ５０４は、１以上のＭＥＭＳデバイスによって感知されている化学的特徴及び生物学的
マーカーの１以上の指標を表示するように構成してもよい。図示のように、２の棒指標５
０６及び５０８はそれぞれ、ｐＨバランス及び細菌数のレベルを表示するために用いられ
ている。棒指標５０６は、ラインが棒指標５０６に沿って延在して測定されるｐＨレベル
を表わす矢印の形態で表示５１０を呈示してもよい。ある実施形態においては、表示５１
０は、ＭＥＭＳデバイスによって感知される滲出液のｐＨレベルの値に依存して呈色を変
化させてもよい。別の実施形態においては、数のような英数字表示は棒指標５０６の代わ
りに、あるいはそれに追加して呈示してもよい。更には、ｐＨレベルの履歴値（例えば、
時間ごとのｐＨレベルの測定値）は表示しても、要求を介して表示可能としてもよい。
【００４３】
　棒指標５０８はＭＥＭＳデバイスによって滲出液の細菌数を表示するように構成しても
よい。棒指標５０８は、ＭＥＭＳデバイスが細菌を感知し、細菌数を判定するのに応じて
増減する動的表示５１２の形態でレベルを表示してもよい。細菌の計数は細菌サンプルが
ＭＥＭＳデバイスによって培養されうる場合に長きにわたって実行されるため、動的表示
５１２は細菌数に関して遅延指標（例えば、１２時間前からの滲出液サンプルによる指標
）となりうる。動的表示５１２は細菌数に依存して呈色を変化させてもよい。例えば、細
菌数が特定のレベル未満（例えば、２５）である場合、動的表示５１２は緑色で表示して
、細菌数が抑制されているのを介護者が容易に判断できるようにしてもよい。細菌数が別
のレベル（例えば、７５）を超える場合、動的表示５１２は赤色で表示して、介護者に細
菌レベルが非常に高く適切に行動すべきであることを警告してもよい。ある実施形態にお
いては、可聴的及び／又は可視的な指標の形態で１以上の警告を用いて、介護者にｐＨレ
ベル又は細菌数が所定のレベルを超えて増加したことを通知してもよい。棒指標５０６及
び５０８が例示であり、その他の型のグラフィカルな、あるいは英数字の指標を用いて、
１以上のＭＥＭＳデバイスによって感知されている滲出液の特徴の情報を介護者に提供し
てもよいことは理解されよう。
【００４４】
　減圧送達システム５００が介護者用にグラフィカルな指標を表示して、治療中の組織部
位の化学的特徴及び／又は生物学的マーカーの状態をモニタリングできるのに加えて、本
発明の原理は更に感知した１以上の滲出液の特徴に基づいて、減圧送達システム５００が
自動的に治療液を組織部位に送達するように提供してもよい。例えば、ｐＨレベルが７．
０を超えて増加する場合、酸性の治療液は減圧送達システム５００によって組織部位に送
達してもよい。ｐＨレベルに依存して、酸性の治療液は、様々な期間で送達してもよい。
例えば７．５のｐＨレベルでは、酸性の治療液は２分間送達してもよく、８．５のｐＨレ
ベルでは、酸性の治療液は８分間送達してもよい。代替的に、治療液は異なるレベルのｐ
Ｈで設定してもよく（すなわち、異なる酸性濃度又は塩基性濃度を有してもよく）、治療
液は測定されるｐＨレベルが異なる場合であっても、同一の期間で送達してもよい。ある
実施形態においては、治療液のｐＨレベルは治療液中の酸性濃度を調整することによって
自動的に変更してもよい。
【００４５】
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　細菌数の増加が特定のレベルを超えたと減圧送達システム５００によって判定された場
合、消毒治療液は組織部位に送達できる。ある実施形態においては、消毒治療液は細菌数
に対処するように調整してもよい。例えば、細胞数が比較的小さい場合、比較的低濃度の
消毒治療液を組織部位に送達してもよい。細菌数が増加するにつれて、消毒治療液も増加
する。消毒薬の濃度は、開口又はバルブを増減させて、消毒液を洗浄液（例えば、生理食
塩水）等の別の流体とともに追加又は低減させることによって変更して、導管を介して組
織部位に送達するための消毒治療液を生成してもよい。消毒治療液の送達後は、洗浄液を
組織部位をすすぐのに用いてもよい。組織部位が治療中の間は減圧は中止され、治療が完
了するとすぐに減圧が再開されて、減圧治療を開始し組織部位から治療液及び滲出液が除
去されることは理解されよう。
【００４６】
　図６については、例示的なフローチャート６００が示される。プロセスはステップ６０
２で開始し、患者の組織部位の１以上の滲出液の特徴が感知されうる。１以上の滲出液の
特徴はＭＥＭＳデバイスによって感知してもよく、滲出液をサンプリングし、未加工デー
タ又は処理済データを減圧送達システムに通信してもよい。ＭＥＭＳデバイスは１以上の
化学的特徴及び／又は生物学的マーカーをサンプリングするように構成してもよい。ステ
ップ６０４で、感知された１以上の滲出液の特徴のレベルを測定できる。測定はサンプリ
ングデータから未加工データを処理するステップを具えてもよく、ＭＥＭＳデバイスか減
圧送達システムかのいずれかによって行ってもよい。ステップ６０６では、測定した特徴
的なレベルに応じて、組織部位に対する治療の実施又は変更を行うことができる。治療は
減圧治療を変更するステップを具えてもよく、治療液を塗布してもよく、その組合せでも
よい。例えば、組織部位に対する、生理食塩水といった洗浄治療液の塗布又は変更を行っ
てもよく、減圧は組織部位から洗浄治療液を除去するように印加してもよい。１以上の滲
出液の特徴に依存して、組織部位に対する代替的な治療液の印加又は変更を行ってもよい
。
【００４７】
　ＭＥＭＳデバイスは、減圧の組織部位への送達用に導管を用いる減圧送達システムにお
ける使用のために組み込まれると記載してきたが、ＭＥＭＳデバイスは導管を用いること
なく、減圧を組織部位に送達する一体型の減圧送達システムによって用いられうることは
理解されよう。このような一体型の減圧送達システムは処理及び真空ポンプの機能性をド
レッシング剤に組み込み、これによって導管を除去している。ＭＥＭＳデバイスは有線又
は無線のいずれかを介して演算処理装置と通信して、薬剤又は洗浄液を送達するのを補助
できる。
【００４８】
　この説明はＭＥＭＳについて記載しているが、本発明の原理はナノ電気機械システム（
ＮＥＭＳ）の使用に応用できることは理解されよう。ＮＥＭＳデバイスはドレッシング剤
に組み込まれ、かつ減圧送達システムと通信するように構成してもよく、これによってＮ
ＥＭＳデバイスは組織部位でなされている測定に基づいてフィードバック制御を行う能力
を提供するために減圧送達システムと有線又は無線接続してもよい。
【００４９】
　本発明の原理は前述の実施形態の面から記載されているが、この記載は例示のみによっ
て提供されており、本発明の限定として解釈されることを意図していない。当該技術分野
の当業者は特定の患者及び組織治療環境に適応できる本発明の変形物を理解するであろう
。
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